
コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCE SANKYO FRONTIER CO.,LTD.

最終更新日：2026年6月11日
三協フロンテア株式会社

代表取締役社長　長妻　貴嗣

問合せ先：上席執行役員管理本部長　鎌倉　淳

証券コード：9639

http://www.sankyofrontier.com

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社の基本理念は目的(存在理由)と基本的価値観から構成されており、目的(存在理由)を「社会への貢献」、従業員の活動指針としての基本的
価値観を「開拓の精神・不断の努力・誠実な意志」と掲げております。長期のビジョンとしては、「VISION 2050」を設定し、「Mobile Space を世界の

常識にし、ハピネスあふれる社会の実現に貢献する」という方針に向け、活動しております。今後もサーキュラーエコノミーを実現できるモバイルス
ペースを世界中に提供することで、よりよい社会と地球環境に貢献し、人々のハピネスに繋がると信じ、邁進してまいります。

　また、当社は、企業の持続的な成長と中長期的な企業価値向上を達成するために、コーポレート・ガバナンスは経営上において最も重要な課題
の 1 つであると認識しております。

　コーポレート・ガバナンス体制の構築・強化を図るため、特に下記 3 つの項目に関して、取り組むべき重要な事項であると考えております。

　　(1)内部統制・コンプライアンス・社内における「規律」に基づいた経営

　　(2)ステークホルダーに対する公正・公平な情報提供

　　(3)多様性の確保やサステナビリティへの取り組みの充実

　取締役会が主体的にこれらの事項を推進し、透明性のある経営に努めてまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

（補充原則1-2-4）

　当社は、機関投資家等が検討する時間の十分な確保をするため、インターネットによる議決権電子行使制度を導入しております。今後、機関投
資家等の議決権を的確に行使できる環境を整備するため、議決権電子行使プラットフォームへの参加を検討してまいります。しかし、当社の株主
構成を考えますと、費用その他の面から招集通知の英訳は現時点で必要と考えていません。株主構成が変化して海外株主が増加すれば実施を
検討いたします。

（補充原則3-1-2）

　当社の現在の株主構成を考えますと、現段階では各種の開示についての英訳の重要性は高くないと考えておりますが、株主構成の変化や今後
の事業展開を踏まえ、英訳での開示を引き続き検討してまいります。

（補充原則4-3-3）

　取締役会は、会社の業績等の評価を行い、その評価を人事評価にも反映させています。会社の業績等を踏まえた最高経営責任者の機能につ
いては、事前に監査役会の意見を聴取した上で審議を行うこととしており、任意の諮問委員会を設置しておりませんが、解任手続きの客観性・適
時性・透明性を確保しています。

（補充原則4-10-1）

　当社は、取締役の指名・報酬などに係る重要な事項を検討するための独立社外取締役を主要な構成員とした指名・報酬委員会は設置しており
ません。現状は、取締役会が、経営陣幹部・取締役の指名・報酬の決定等の審議を行う場合には、管理部門担当執行役員及び独立社外取締役
を含む取締役の協議の上で審議を行うこととし、適切に機能していると考えています。しかし、より透明性を持たせるために独立した指名・報酬委
員会の設置は必要であると考えており、2026年度より設置することを検討しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

（原則1-4）

　当社における政策保有株式に関する方針と政策保有株式に係る議決権の行使についての基準を策定し、開示いたします。

■政策保有株式に関する方針

(1)当社の財務的安全性を確保するため、純投資目的以外で上場株式を保有するにあたっては、投資先企業との取引関係の維持・拡大による中
長期的な収益の拡大につながるかどうかなど、投資の必要性・目的・採算などから見た経済的合理性に合致しない政策保有株式を保有致しませ
ん。

(2)経済的合理性を明確にし、政策保有の適否の検証を実施していく上で、関係会社を除く上場会社の株式については、社内規則に基づき、毎
年、投資先ごとに保有目的などの定性面に加えて、関連する収益や受取配当金などのリターン等を定量的に評価し、当社の資本コストに見合った
投資かどうか取締役会で検証いたします。

(3)政策保有株式の縮減に関しては、株式の流動性を高めるという観点から金融市場における健全性を維持するうえで重要であると考えておりま
す。

■政策保有株式に係る議決権行使について



(1)当社は、政策保有株式に係る議決権を原則としてすべて行使いたします。

(2)当社は、政策保有株式に係る議決権の行使をするにあたり、中長期的な視点で企業価値向上につながるか、又は当社の株式保有の意義が損
なわれないかなどを判断基準として、議案毎に総合的に判断しております。

なお、政策保有株式の銘柄・保有数・保有理由に関しては、本報告書末尾の表をご参照ください。

（原則1-7）

　当社は、関連当事者取引に関するアンケートを実施し、結果を取締役会に報告する体制を整えております。また、取締役会規則および職務権限
規程において、会社と取締役との取引、および取締役の競業取引について、取締役会での決議を求めております。加えて、取締役会は、これらの
取引に関する重要な経過について担当の取締役より報告を聴取いたします。

（補充原則2-4-1）

　当社は、多様な価値観や視点を取り入れることで新しい価値創造が可能になるという考えのもと、当社の持続的な成長・中長期的な企業価値向
上のために、多様性の確保が重要課題であると認識しております。そのため、当社では公平な視点で能力・成果を評価し、適性の認められる者を
管理職に登用しております。中でも中途採用人材は、管理職登用率が37.1％であり、活躍が進んでおります。

　しかし、女性の管理職登用率は1.8％(注１)、また、関連会社を含めた外国人の管理職登用率は0.6％であり、多様性のある管理職登用は十分で
ないと認識しております。今後、多様性を実現する第一歩目として、2030年度までに女性管理職登用率5％達成を目指し、多様性を尊重した組織
文化を醸成するダイバーシティ研修の実施、採用計画や教育プログラムの見直し、キャリア支援の充実など、女性のリーダーシップを促進するた
めの取り組みを一層強化していく予定です。(注２)

　障がい者の活躍推進に関しても重要課題であると認識しており、障がい者の雇用促進並びに多様な就業機会の確保にも取り組んでまいります。
多様性溢れる企業として成長を実現するために、ダイバーシティ推進を念頭に置いた新卒・中途採用計画・基準の再構築やダイバーシティに関す
る社内環境の整備を進めてまいります。

　社内環境整備に関して、既に育児休業や育児短時間勤務、介護休暇等の制度を導入し、働きやすい環境の整備を進めておりますが、より働き
やすい環境を実現するために、全社員の有給休暇取得を推進するとともに、男性育児休業は取得率85％を目標に推進する等、各種対策を実施し
てまいります。

注1　女性管理職登用率・中途採用管理職登用率に関しては、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）の規
定に基づき算出した数値に変更いたしました。

注２　上記の中途採用管理職登用率・女性管理職登用率・外国人管理職登用率は2024年度末時点における値となっております。

（原則2-6）

　当社は、企業年金制度として確定拠出企業年金制度と退職一時金制度を採用しております。確定拠出企業年金制度の運用に伴うリターンやリ
スクは従業員に帰属するため、企業に対してのリスクは大きくありません。

　また、従業員の資産形成をサポートするために、金融機関より運用の基本的な知識及びリスクに関する講義を定期的に実施しております。

（原則3-1）

（1）当社の経営理念や経営戦略、経営計画については、当社ホームページ、決算説明会資料などにて開示しております。

（2）コーポレート・ガバナンスの基本方針は、本報告書１「基本的な考え方」にて開示しております。

（3）取締役の報酬は、月例報酬、業績連動報酬で構成されております。個人別の報酬等の額については、人事担当執行役員の起案により報酬額
案を作成し、取締役会で検討したのち、代表取締役社長に報酬額の具体的内容の決定を委任しております。しかし、より透明性を持たせるために
独立した報酬委員会の設置は必要であると考えており、2026年度より設置することを検討しております。

（4）取締役の選解任に際しては、人格・識見・実行力ともに優れ、当社の取締役として相応しい豊富な経験、高い見識、高度な専門性を有する人
物を候補者としております。監査役の選解任に際しては、業務執行者からの独立性が確保できるか、公正不偏の態度を保持できるかなどを勘案し
て、監査役としての適格性を慎重に検討した上で行っております。なお、監査役候補者の選任については、監査役会の同意を得て、取締役会で決
定しております。

（5）取締役および監査役の選解任に際しては、選解任の理由を、株主総会参考書類において開示しております。

（補充原則3-1-3）

　当社は、サステナビリティへの対応は社会・環境・経済の持続的な成長、ひいては当社の持続可能な成長に繋がると認識しております。

・サステナビリティへの取り組み

　当社は資源循環型ビジネスモデルを採用しており、レンタル事業において返却されたモバイルスペース(ユニットハウス)や販売後に買い取ったモ
バイルスペースをメンテナンスし、再びレンタルや販売をしております。この取り組みにより、建築廃材の削減に貢献しております。しかし、建築廃
材の削減量は定量的に算出できていないため、今後、削減量を算出し、削減目標に関して情報開示を進めてまいります。

　また、当社のCO2排出量(スコープ1・2)の指標と目標に関しては、2024年3月期有価証券報告書に記載の通りです。2030年度において、2022年
度比35％減を目標に、以下の取組みの計画を作成しております。

　　(1) 工場における太陽光パネルの設置

　　(2) 非化石証書の取得

　　(3) 社用車におけるガソリン車からＨＶ車への入れ替え

　合わせて、以下の取組みも継続して実施しております。

　　　①建築工程の約 80％を自社工場内で生産し、現場を集約することによる部品や納品物の移動量の削減

　　　②モバイルスペースを折りたたむ当社独自の技術によって、輸送時の運送効率が向上することによるガソリン等の消費量の削減

　　　③工場において、トップライトを活用することによる昼間の電気使用量の削減

　　　④MOPAQ(当社の展示場)における積極的な植栽

・人的資本や知的財産への投資について

　従業員やステークホルダーの方々を守るため、また当社の持続的な成長を促進していくために人的資本や知的財産への投資は重要であると認
識しております。

人的資本への投資に関して、人的資本は当社の成長の源泉であるという考えのもと、「営業」「技術」「生産」「物流」「管理」等各部門の職務内容定
義・能力定義を構築し、当社の成長のために教育プログラムを構築・実施してまいります。

　また、従業員のモチベーション向上を図るため、①食費、住宅補助 ②保養所 ③福利厚生サービス加入 など充実した福利厚生制度を整備して

おります。

知的財産への投資においては、メーカーとして製品開発・工場における生産技術が重要であり、中長期的な成長を遂げるために知的財産の開発
と保全は重要課題であると認識しております。

　当社のオリジナル製品である「Mobile Space」に関連した技術開発を推進するとともに、特許取得による保全を進めております。



（補充原則 4-1-1）

　取締役会は、①重要事項に関する意思決定 ②取締役の職務執行の監督 ③内部統制の運用・監督 を責任範囲としており、取締役会規則に定

められております。また、執行役員は、①その他の意思決定 ②意思決定に基づいた業務執行 が責任範囲であり、職務権限規程に定められてお

ります。

（原則4-9）

　当社は、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を満たしており、一般株主との利益相反についても鑑みたうえで、実績・経験・見識
等から当社取締役会において、建設的な意見を述べることができる人物を選定しております。

　また、社外取締役・監査役が独立性を有しているかについては、当社独自の基準を設け、毎年、取締役会で検証しております。

（補充原則 4-11-1）

　当社の取締役会は、「営業」「技術」「生産」「物流」「管理」等各部門に精通した取締役と監査役とで構成されています。当社の監査役会のうち社
外監査役は、公認会計士、税理士等の資格を有しており、財務・会計に関する豊富な知識を有しています。当社の取締役・監査役のスキルマトリ
クスに関しては本報告書の末尾に記載しております。

（補充原則4-11-2）

　取締役及び監査役の重要な兼職状況は、株主総会招集通知に記載のとおりであります。

（補充原則4-11-3）

　当社は2022年度より取締役会全体の実効性の分析・評価について取締役・監査役に対してアンケートを実施致しております。以下に分析・評価
によって明らかになった「肯定的側面」・「課題と今後の取り組み」について記載いたします。

●肯定的側面

当社は、月に一度の頻度で定期的に取締役会を実施し、当社の持続的な成長の促進という観点で意見交換を行っており、経営判断を下すうえで
重要な会議となっております。また、社内のみならず独立社外取締・監査役の多角的な意見を積極的に取り入れることで当社における戦略・コンプ
ライアンス・内部統制等の強化に貢献していただいております。

●課題と今後の取り組み

取締役会における性別、国籍、その他のバックグラウンドに関する多様性は不十分であると認識しております。現状は、女性役員比率・外国人役
員比率ともに12.5％と改善しておりますが、今後も継続して、当社における競争力を強化するため、取締役において積極的に女性や外国人を登用
する計画の作成を検討してまいります。

（補充原則4-14-2）

　当社は、社外取締役・社外監査役に当社の企業理念、基本的価値観、経営方針、事業活動および組織などに関する理解を深めることを目的
に、就任時およびその後も継続的に、これらに関する情報提供を行っております。また、新しい考えの習得や生きた情報に触れる自己啓発などを
目的として、外部セミナーへの参加、人的ネットワーク作りを推奨しております。

　今後は、社外取締役・社外監査役を含む取締役、監査役に対しては、経営者として重要である以下の項目に関して、トレーニングを検討しており
ます。

①業績に対して的確に助言することできることを目的とした財務・会計の知識

②内部統制の構築と整備を実施するためのリスク把握・管理能力

③当社内において「規律」ある企業運営を実施することを目的としたコンプライアンス知識

④当社の中長期的な企業価値向上に向けたコーポレート・ガバナンス体制の構築能力

上記の現在実施中及び実施予定のトレーニングについてはすべて当社が費用を負担しております。

（原則5-1）

　当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、株主と建設的な対話を行い、その意見や要望を経営に反映させていくことが重
要と認識しております。以下にIR活動に関する方針を記載いたします。

①IR体制

　　株主との対話については管理本部長が統括し、総務部が担当部門となり、合理的な範囲で前向きに対応いたします。

②対話方法

　　経営陣幹部による株主との個別面談や機関投資家向けの決算説明会(半期毎)の実施により、対話することでIR情報を共有いたします。

③取締役会へのフィードバック

　　株主や投資家との対話よって得た情報は、必要に応じて、取締役会に報告いたします。

④インサイダー情報

　　株主や投資家との対話において、インサイダー取引防止規程に則り、適切にインサイダー情報を管理いたします。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】

記載内容 取組みの開示（アップデート）

英文開示の有無 無し

アップデート日付 2025年10月1日

該当項目に関する説明

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】

　当社は、持続的な利益成長を実現することが重要な経営目標であると認識し、事業活動を行っております。当社の経常利益率は14.6％(2025年3
月期)で建設業界の平均4~5％を大きく上回っております。

　合わせて、資本収益性を高めるためには、資本コストを上回る資本収益率を確保することが重要な経営課題であると認識しております。事業拡



大と高い資本収益性の両立を果たすべく、投資効率を意識した設備投資、研究開発投資を実施するとともに、収益率の高い事業への展開を図っ
てまいります。

　なお、2025年3月期の資本コストに関する指標は以下の通りです。ROE(自己資本利益率)およびROIC(投下資本利益率)は、WACC(加重平均資
本コスト) 4.87％を十分に上回っております。

2025年3月期実績　※自己資本は期首期末平均

① ROE ： 11.75％

② ROIC ： 10.97％

③ WACC ： 4.87%

④ PBR　 ： 0.89倍(2025年5月28日時点)

今後目安とする水準は以下の通りです。

① ROE ： 10～13％のレンジ内

② ROIC ： 9～12％のレンジ内

③ WACC： 4～6％のレンジ内　

④ PBR　： 1倍以上の維持

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

有限会社和幸興産 11,233,504 50.55

長妻 貴嗣 3,318,636 14.93

長妻 和男 648,480 2.92

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 509,100 2.29

STATE　STREET　BANK　AND　TRUST　CLIENT　OMNIBUS　ACCOUNT　OM02　505002 379,900 1.71

従業員持株会 320,180 1.44

三菱UFJ信託銀行株式会社 200,000 0.90

長妻　幸枝 190,624 0.86

SUS株式会社 180,600 0.81

BNYM RE BNYMLB RE GPP CLIENT MONEY AND ASSETS AC 173,600 0.78

支配株主（親会社を除く）の有無 長妻　貴嗣

親会社の有無 有限会社和幸興産　（非上場）

補足説明

「（2）大株主の状況」の割合は、自己株式を除く発行済株式の総数に対する所有株式数の割合になります。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 スタンダード

決算期 3 月

業種 サービス業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満



４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

支配株主との取引条件の決定に際しましては、市場価格等を勘案の上、一般取引条件と同様に決定しており、少数株主保護の体制を維持してお

ります。

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

有限会社和幸興産（以下、「和幸興産」）は、当社の発行済株式総数の50.55％（2025年3月31日現在）を保有する親会社であります。当社は和

幸興産と資本的関係及び人的関係等がありますが、当社の事業運営につきまして当社独自の経営方針及び経営計画を策定しており、当社単独

の経営意思決定により事業の推進を行っております。以上のことから、当社は親会社からの一定の独立性を保持していると考えております。

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 7 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

野倉 学 他の会社の出身者 △

渡部　秀敏 他の会社の出身者

チョン　シアク　チン 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)



氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

野倉 学 ○ 株式会社バレクセル代表取締役

当社が現在強化している組織づくりや人材採
用に対して深い見識を持たれており、当社の理
念・ビジョン・文化に対し強く共感を抱かれてい
るため、適切な助言等を頂き、経営体制および
コーポレートガバナンスの強化が図れると判断
したためです。また、経営者としての経営的な
見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適
正性を確保する助言をいただくことを期待した
ためであります。

〈独立役員指定の理由〉

同氏と当社との関係から、東京証券取引所の
「上場管理等に関するガイドライン」に定める独
立性基準に基づき独立性を有しており、一般株
主と利益相反の生じるおそれがないと判断され
ることから、独立役員に指定しております。

渡部　秀敏 ○ ―――

他の会社の取締役としての経験を有しており、
また経営者として企業経営に長く携わられてい
るため、その豊富な経験より幅広い見地から的
確な助言・提言を頂けると判断し、社外取締役
として選任をお願いするものです。また、経営
者としての豊富な経験に基づき、取締役会の
意思決定に対し多面的な助言をいただくことを
期待しております。

〈独立役員指定の理由〉

同氏と当社との関係から、東京証券取引所の
「上場管理等に関するガイドライン」に定める独
立性基準に基づき独立性を有しており、一般株
主と利益相反の生じるおそれがないと判断され
ることから、独立役員に指定しております。

チョン　シアク　チン ○ ―――

他の会社の取締役としての経験を有しており、
また経営者として企業経営に長く携わられてい
るため、その豊富な経験と国際的な見地から
的確な助言・提言を頂くことで、当社の経営体
制およびコーポレートガバナンスの強化が図れ
ると判断し、社外取締役として選任をお願いす
るものです。

〈独立役員指定の理由〉

同氏と当社との関係から、東京証券取引所の
「上場管理等に関するガイドライン」に定める独
立性基準に基づき独立性を有しており、一般株
主と利益相反の生じるおそれがないと判断され
ることから、独立役員に指定しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

当社は会計監査人として、監査法人アヴァンティアと監査契約を結んでおります。監査役と会計監査人とは、監査に対する体制、計画及び監査

の実施状況について、随時情報交換並びに意見交換を行っております。

監査役と内部監査部門が緊密な連携を保つことで、効率的な監査業務が遂行されております。内部監査計画、内部監査実施状況等について適

時報告・説明を行い、有用な情報を共有しております。



社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

山崎 直人 公認会計士

石黒　博 その他

寺嶋　哲生 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

山崎 直人 ○ 公認会計士・税理士山崎直人事務所所長

公認会計士・税理士として専門的知見を有して
いることから、適任であると判断しております。

〈独立役員指定の理由〉

当社と現開設公認会計士事務所において取引
関係が無く、また公認会計士として公正・中立
な立場を保持していることから、東京証券取引
所の「上場管理等に関するガイドライン」に定め
る独立性基準に基づき独立性を有しており、一
般株主と利益相反の生じるおそれがないと判
断し、独立役員に指定しております。

石黒　博 ○ ―――

行政に携われた豊富な経験を有しており、その
経験を当社の監査に反映していただけることか
ら、適任と判断しております。

〈独立役員指定の理由〉

当社と当社の関係から、東京証券取引所の
「上場管理等に関するガイドライン」に定める独
立性基準に基づき独立性を有しており、一般株
主と利益相反の生じるおそれがないと判断して
おり、また行政に携わられた経験を活かした助
言や指摘を得らえると考え、独立役員に指定し
ております。



寺嶋　哲生 ○

寺嶋地所株式会社取締役会長

公益財団法人摘水軒記念文化振興財団
理事長

TERAJIMA　PROPERTIES CORPORATIO

N　President＆Secretary

一般社団法人柏アーバンデザインセン
ター代表理事

千葉県公安委員会委員

多方面の企業または団体に経営陣として参画
されており、多様な知見と豊富な経験を活か
し、有益な助言により当社の経営の健全性確
保に貢献頂けると判断したためであります。

〈独立役員指定の理由〉

当社と当社の関係から、東京証券取引所の
「上場管理等に関するガイドライン」に定める独
立性基準に基づき独立性を有しており、一般株
主と利益相反の生じるおそれがないと判断して
おり、多くの企業や団体に関わられた経験から
広い視野に基づく助言や指摘を得らえると考
え、独立役員に指定しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 6 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

業績連動報酬に関しては、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益等の業績達成度を基準に評価を行い、

予算実績対比等を総合的に勘案のうえ決定します。そのうえで算出された額を毎年一定の時期に支給することとします。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

有価証券報告書において、取締役及び監査役の報酬について報酬総額を記載しております。なお、有価証券報告書は当社ホームページで閲覧

することができます。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容



1.基本報酬に関する方針

取締役の基本報酬は月例の固定報酬とし、役職並びに取締役の業務執行範囲役割に応じて、他社水準、

当社の業績、従業員の給与水準等を考慮しながら、総合的に勘案して決定します。

2.業績連動報酬等に関する方針

業績連動報酬に関しては、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益等の業績達成度を基準に評価を行い、

予算実績対比等を総合的に勘案のうえ決定します。そのうえで算出された額を毎年一定の時期に支給することとします。

3.報酬等の割合に関する方針

固定報酬と業績連動報酬の支給割合は、中長期的な企業価値向上へ貢献するために、最も適切な支給割合となることを方針とします。

4.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項

個人別の報酬等の額については、人事担当取締役の起案により報酬額案を作成し、取締役会で検討したの

ち、代表取締役社長に報酬額の具体的内容の決定を委任するものとします。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

常勤監査役より社外監査役に対し十分な情報提供を行い、随時レポートを配布する等、情報の共有化を図っております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

1.業務執行体制

当社の取締役会は経営上の重要事項決定機関であり、定時取締役会、臨時取締役会を必要に応じて随時開催しております。また、執行役員さら

に必要に応じ担当部門長・担当者参加のもと、業務執行報告と課題検討を行い、常時、業務及び執行の厳正な監視を行える体制をとっておりま

す。

2.監査体制

監査役会は4名（常勤監査役1名、社外監査役3名）で構成しており、定期的に監査役会を開催し、また、取締役会をはじめ主

要な会議に出席し必要に応じて意見陳述を行うほか、会計監査人並びに取締役からの報告を受けるなど、厳正に監査を行っております。

3.独立役員

東京証券取引所の規則に定める独立役員を指定しております。

4.内部監査

内部監査室4名を専従しており、監査・調査を定期的に実施しております。監査の結果は、取締役会および監査役に報告されており、内部監査状

況を監視しております。

5.その他

弁護士・税理士と顧問契約を締結し、必要に応じてアドバイスを受けております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は社外取締役3名を含む取締役と社外監査役3名を含む監査役により、一般株主と利益相反が生じる恐れのない客観的立場で専門的知識
や豊富な経験を活かした観点に基づき、取締役会において発言をいただいております。

これにより、経営監視機能の客観性及び中立性は確保されているとの認識から現状の体制を採用しております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

集中日を回避した株主総会の設定 集中日以前に株主総会を開催するよう、開催日を設定しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無



アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

半期に1回、定期的に決算説明会を開催しております。 あり

IR資料のホームページ掲載

四半期ごとに決算情報を掲載しております。また、適時開示資料、有価証

券報告書、四半期報告書、決算説明会資料、事業報告書等を当社ホーム

ページに掲載しております。

URL http://www.sankyofrontier.com/corporate/

IRに関する部署（担当者）の設置 総務部で担当しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社は社会から信頼され、お客様から愛され、社員にとって誇りを持てる企業であるため
に、以下の企業理念及び基本的価値観を共有し、守り続けています。

【企業理念】　社会への貢献

私たちは、社会に役立ち、人々の心や暮らしを豊かにし、よって社会に貢献することを目的
とします。

【基本的価値観】

「開拓の精神」

私たちは、失敗を恐れず、情熱を持って、 未開の地（新しい分野）に挑戦することを誇りとし

ます。

「不断の努力」

私たちは、弛みない努力によって、困難に打ち勝ち、 目的の実現に至ることを喜びとしま

す。

「誠実な意志」

私たちは、私たちを支える人に対し、 揺らぐことのない誠実な意志によって行動します。

※「私たちを支える人々」とは、ステークホルダー（お客様、サプライヤー、株主・投資家、従
業員とその家族など）を指します。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

会社法及び関係法令に則り(会社法第362条第４項第６号及び第５項、会社法施行規則第100条及び会社法施行経過措置政令第14条)、当社の内
部統制システムの整備に関する基本方針を下記のとおり定めます。

1.取締役・使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保する体制

当社グループは、コンプライアンスの強化を経営の基本方針としており、事業上でのリスクの明確化・対応方法の検討・チェック体制の強化・問題
が発生した場合の早期是正を図ることでこれに取組んでおります。コンプライアンス、制度やルール、守るべき基準を内包した考えとして「規律」を
定義し、「規律を大切にする文化」を醸成する活動を推進しております。

また、取締役・使用人による職務の執行が法令・定款及び社内規程に違反することなく適切に行われているかをチェックするため、内部監査室を
設置し、業務監査を実施しております。

2.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、原則毎月１回取締役会を開催し、又臨時取締役会を必要に応じて随時開催しており、取締役会規則に定めた重要事項の決定と取締役
の職務執行状況の監督を行っております。また、執行役員制度の導入を行い、経営と業務職務を明確に区分しております。

3.取締役の職務の執行に係わる情報の保存及び管理に対する体制

取締役の職務の執行に係わる文書・情報については、法令・定款及び社内規程に基づき保存及び管理を行っており、取締役及び監査役の要求
があるときは、これを随時閲覧に供することとしております。

4.損失の危険の管理に関する規則その他の体制

企業活動に伴う様々なリスクに適切に対応すべく、担当役員及び内部監査室が中心となり、リスク管理規程に従い、社内横断的なリスクの予防・
管理を実施しています。また、法律事務所と顧問契約を締結し、必要に応じて指導・助言等を受けております。

5.当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社及び当社グループは、企業集団としての業務の適正を確保するため、子会社経営陣と適時会議を持ち、企業集団としての経営について協議
する他、子会社が親会社の経営方針に沿って適正に運営されていることを確認する体制をとっております。

6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制



現在は職務を補助する使用人は置いておりませんが、監査役の必要に応じて職務を補助するための使用人を置くこととし、その人事については
取締役と監査役が意見交換を行い決定することとします。

7.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

必要に応じて監査役に使用人を置く場合、当該使用人は業務執行上の指揮命令系統には属さず、監査役の指示命令に従うものとし、人事評価等
については監査役会の同意を得て取締役が決定するものとします。

8.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

常勤監査役は定時取締役会及び必要に応じ随時開催される臨時取締役会、その他の重要な意思決定会議に出席し、取締役及び使用人から、重
要事項の報告を受けるものとしております。

9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

常勤監査役は、取締役及び使用人から重要事項に付き常時報告を受け、必要とする質問と調査を依頼することができます。また常勤監査役１名
は社外監査役３名と監査役会を構成し、原則毎月１回監査役会を開催し重要事項を審議することとしております。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、反社会的勢力との一切の関わりを拒絶する方針のもと、これらに対する毅然とした態度と適切な対処を図るため、各種の基本契約書へ
の暴力団等の排除条項の盛りこみ等の社内的な整備に務めております。

また、反社会的勢力から不当要求などを受けた場合は、警察当局、弁護士等の外部専門機関と連携し、毅然とした態度で臨み、断固として拒否
することとしています。

Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

【適時開示体制の概要】

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制は下記の通りとなっております。

（1）決定事実および発生事実の適時開示について

重要な決定事実および発生事実については、管理部門において開示の必要性を判定したのち、原則として毎月1回開催する取締役会において決
定するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、当該情報を開示することとしております。

（2）決算情報の適時開示について

決算、配当、業績予想等の決算情報については、経理部および経営企画部が中心となり情報の収集と作成を行います。決算数値等については
会計監査人による監査等を経て取締役会で決定し、開示することとしております。

（3）適時開示情報の管理体制について

適時開示情報の管理にあたっては、「インサイダー取引防止規程」、「情報セキュリティ管理規程」、「関係会社管理規程」等の社内規程に基づき、
管理部門にて当該情報の統制を行い、情報の漏洩防止、インサイダー取引防止のための措置を講じております。
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■取締役・監査役のスキルマトリクス

※実務・業務経験を有する部分に●を記載

氏名 長妻 貴嗣 藤田　剛 安齋　光晴 松崎　和秀 野倉　学 渡部　秀敏
Chong Siak

Ching 村井　康之 山崎　直人 石黒　博 寺嶋　哲生

役職 代表取締役社長 常務取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 社外監査役

企業経営 ● ● ● ● ●

グローバルビジネス ● ●

営業・マーケティング ● ●

建築・技術 ● ●

生産・物流 ● ● ●

財務・会計 ●

DX・IT ●

人事・人材開発 ● ●

リスク管理

・コンプライアンス ● ● ● ● ● ●



■政策保有株式

銘柄 保有株数
貸借対照表

計上額(千円)
出資比率※ 保有目的

㈱コンコルディア・フィナンシャルグループ 54,100 53,083 0.005%

当社においてコンコルディア・フィナンシャルグループ

に含まれる東日本銀行は主要な取引銀行の一

つであり、金融面でより強固な関係性を維持する

目的で持合い株式を実施していおります。

また、経済的にも保有の合理性はあり、出資比

率も影響は軽微であるため、保有をしております。

千葉銀行 10,000 13,990 0.001%

当社において千葉銀行は主要な取引銀行の一

つであり、金融面でより強固な関係性を維持する

目的で持合い株式を実施していおります。

また、経済的にも保有の合理性はあり、出資比

率も影響は軽微であるため、保有をしております。

※発行済み株数に対して


